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社会福祉協議会がお⼿伝いします！ 令和5年度

約１年間のプログラムを通じて、地域の実情にあった⾒守り
活動づくりと、その後の取り組みを社協が⽀援します。

地域が違えば、⼈材や場所といった地域の資源
も違います。また、抱えている課題も違います。
まずは⾃分たちの地域を再確認しましょう。
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サポート地域の内容等に関しては、下記までご連絡ください

先進地域の⾒学
⾒る

⾒守り活動の⼤切さを学ぶとともに情報
交換、意⾒交換の機会としてセミナーを
開催します。

⾒守り活動を積極的に取り組む地域を⾒学し、
地域の実情にあった⾒守り活動の⽅法を学び
ます。

03
⾃分たちの地域を分析

知る

江東区社会福祉協議会 地域福祉推進課�地域⽀援係

⾒守り活動の助成⾦について
◆�⾼齢者⾒守り拠点の開設時�◆
⾒守り活動の拠点や交流の場を設置するための開設⼀時⾦として、什器・備品の
購⼊費、修繕費の⼀部を助成します。（江東区から、１地域１回上限２０万円）

◆�⾼齢者⾒守り活動について�◆
⾒守り活動の経費の⼀部を助成します。
（社会福祉協議会から、１地域�年間３万円×３年間）

【活動の⼀例】
■�「⾒守りチェックシート」の作成
��地域の皆さんや⺠⽣委員、関係機関が⼀緒にな
��って地域の特性や隠れた⼒、そして課題などの
��⾒える化に取り組みます。
��地域の特性が⾒えてきたら、何が必要で何がで
��きるのかを話し合い、考えていきます。
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地域で⾒守り・
  ⽀え合いセミナー

学ぶ

04 始める
⾒守り活動スタート！


